
福島県土木部

令和４年１０月３日
福島県県北建設事務所

国道３４９号 塩野川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせ

国道３４９号塩野川橋について、幅員６ｍから１６ｍに拡げる架け替え工事に伴い、１０月３日（月）

から当面の間、全面通行止めとなります。

自動車に加え、歩行者、自転車なども通行できませんので、下図のとおり迂回をしてください。

御理解と御協力をお願いします。

【通行止め箇所】

規制区間：塩野川橋（伊達市梁川町字東塩野川地内）

規制期間：令和４年１０月３日（月） ～ 当面の間（約３年を予定）

規制時間：２４時間全面通行止め

迂 回 路：県道丸森梁川線や県道平松梁川線からは天神橋、梁川バイパスからは西塩野川橋などへ迂

回をお願いします。

【問い合わせ先】
福島県県北建設事務所 主幹（河川改良担当） 猪狩 洋
電話 024-521-2840 FAX 024-521-2848

■県のホームページで、復旧・復興情報を
ご覧になれます。

ふくしま復興 インフラ 検索
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